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今月号のあらまし 

 

Ⅰ ＴＰＰ１１、国内手続き完了 

７月６日、政府は、ＴＰＰ１１の国内手続きが完了したことを取りまとめ役

のニュージーランドに通知した。手続完了はメキシコに次いで２カ国目となる。 

発効の要件は６カ国が議会承認などの国内手続きを完了し、ニュージーラン

ドに通知してから６０日後となっている。 

 

Ⅱ ９法案成立、骨太方針等が閣議決定 

農水省が今通常国会に提出した９法案は全て成立した。 

６月１５日、政府は骨太方針や成長戦略、規制改革実施計画等を閣議決定し

た。骨太方針では食料安全保障の確立という文言が復活した一方、農林水産業

等の成長産業化という文言等が追加されている。 

 

Ⅲ 都市農地貸借法が成立 

６月２７日、都市農地貸借法が公布された。同法に基づく貸借は、相続税の

納税猶予が引続き適用され、「法定更新（農地法第１７条）」が適用されない。

同法の施行は早くても９月１日とされている。 
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Ⅰ ＴＰＰ１１、国内手続き完了 
― 来年早々にも発効か ― 

 

１．ＴＰＰ１１ 

○ ７月６日、政府は、ＴＰＰ１１の国内手続きが完了したことを取りまとめ

役のニュージーランドに通知した。手続完了はメキシコに次いで２カ国目と

なる。 

 

○ 発効の要件は６カ国で議会承認などの国内手続きを完了し、ニュージーラ

ンドに通知してから６０日後となっている。茂木ＴＰＰ担当相は同日の閣議

後記者会見で「来年の早い時期の発効も視野に入ってきている」と述べた。

なお、ニュージーランドやオーストラリアは議会で審議中である。 

 

（１）ＴＰＰ（ＴＰＰ１１）における合意内容の整理 

○ ＴＰＰ１１の内容はもとのＴＰＰ協定を組み込み、そのうち知的財産権関

係など特定の規定を凍結させるというのが骨格となっている。当資料におい

て、改めてＴＰＰの合意内容を整理する。 

 

○ 日本が輸入する農林水産物２，５９４品目のうち、約８２％にあたる２，

１３５品目が関税撤廃となる。過去の経済連携協定（ＥＰＡ）では一度も関

税が撤廃されなかった９０１品目でも、４４６品目で関税撤廃となる。 
※関税撤廃とは輸入品にかける税金をなくす（０％とする）こと 

 

○ 重要５品目（米、小麦・大麦、牛肉・豚肉、乳製品、砂糖・でん粉）５８

６のうちでも、１７４品目は関税が撤廃される。 

 

【重要５品目の関税撤廃率】 

品目 品目数 関税撤廃数 関税撤廃率 

米 ５８ １５ ２５．９％ 

小麦・大麦 １０９ ２６ ２３．９％ 

牛肉・豚肉 １００ ７０ ７０．０％ 

乳製品 １８８ ３１ １６．５％ 

砂糖・でん粉 １３１ ３２ ２４．４％ 
（農林中金総合研究所資料をもとに作成） 

 

○ 関税撤廃をされなかった重要品目も関税削減や輸入枠の設定に合意して

いる。（次頁参照） 

 

○ 米については、当初のＴＰＰでは米国に７万ｔ、豪州に８，４００ｔのＳ

ＢＳ（売買同時入札）方式の輸入枠を設定していたが、ＴＰＰ１１では豪州

向けの８，４００ｔのみが発効することになる。 
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〇 牛肉は３８．５%の関税が１６年目に９％まで削減される。豚肉は価格の

安い肉にかけている１キロあたり最大４８２円の関税が１０年目以降は５

０円となる。 

 

【重要品目の合意内容】 
品目 輸入枠設定 関税撤廃・削減 

米 米国・豪州に無税輸入枠（7.84万トン） 
MA内に中粒種・加工用枠 

調製品・加工品（ビーフン、朝食用シ
リアル等）の関税撤廃・削減 

小麦 米・豪・カナダに国別枠（SBS） 
小麦製品に TPP枠 

マークアップ 45％削減 
ビスケット・クッキー撤廃，マカロニ・
スパゲッティ 60％削減 

大麦 TPP枠（SBS） 
麦芽に国別枠 

マークアップ 45％削減 
穀物調製品（栄養補助食品、手作りビ
ール原料等）撤廃 

牛肉 ― 発効時27.5%，16年目9% 
内臓，牛タンの関税撤廃 

豚肉 ― 従量税削減，従価税撤廃，豚肉調製品・
内臓の関税撤 

乳製品 TPP枠（脱脂粉乳・バター6万トン，民間
貿易），全粉乳・ホエイ・練乳の関税割当
枠，プロセスチーズの国別関税割当 

一部チーズ，アイスクリーム、ヨーグ
ルトの関税撤廃，ブルーチーズ 50%削減 

砂糖 高糖度原料糖の無税化 
新商品開発用無税・無調整金枠 
加糖調製品関税割当枠 

加糖調製品・菓子の関税撤廃・削減 

でん粉 TPP枠（既存枠の範囲内） 
特定のでん粉に国別無税枠 

でん粉誘導体の関税撤廃 

（農林中金総合研究所資料をもとに作成） 

 

（２）ＴＰＰ１１の主な懸念事項等 

○ 上記合意内容の通り、過去に締結されたいずれの貿易協定よりも高い水準

の市場開放となっている。 

 

○ ＴＰＰではセーフガードの発動数量や低関税枠等、米国の分も考慮して合

意した内容が多くあるが、米国が離脱したＴＰＰ１１においても見直しが行

われておらず、米国の分を埋めるような形で他の参加国からの輸入量が増え

ることが懸念される。 

 

○ 牛肉のセーフガードの発動数量は米国の参加を前提として基準値（発効時

５９万ｔ）がそのまま残されているが、ＴＰＰ１１では米国からの輸入量は

発動基準にカウントされないため、豪州やカナダ等からの輸入量が増えるこ

とが懸念される。 

 

○ また、乳製品の６万ｔの低関税枠は米国の分を考慮して作られた枠である

が、実質、豪州とＮＺからの脱脂粉乳とバターの輸入増加で埋まることとな

る。これに米国からの現行の輸入量が加わることが懸念される。 
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○ 政府は協定６条にある見直し規定をもとに米国の分も考慮して合意した

内容についてはいずれ交渉していくとしており、昨年１１月の大筋合意の場

で「各国が６条に関わる日本の懸念を十分理解した」と説明している。 

 

○ しかし、見直しを約束させるような文書は存在せず、各国が一旦拡大でき

た輸入量を削減することに応じるかは疑問がある。 

 

【ＴＰＰ１１協定 第六条 環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の見直し】 

締約国は、ＴＰＰ第二十七・二条（委員会の任務）の規定を適用するほか、

ＴＰＰの効力発生が差し迫っている場合又はＴＰＰが効力を生ずる見込みが

ない場合には、いずれかの締約国の要請に応じ、この協定の改正及び関係す

る事項を検討するため、この協定の運用を見直す。 

 

○ 政府の影響試算についてもより精緻なものが求められる。例えば、日本政

府の試算では牛肉の生産額は最大約３９９億円、豚肉が最大２４８億円減少

するとしているが、カナダ政府の試算は、対日輸出が豚肉で約５３０億円、

牛肉で約３１０億円増えるとしている。 

 

○ カナダ一国で豚肉は生産減少見込み額の倍以上となっており、大きな齟齬

が生じている。 

 

○ さらに今後、米国との二国間交渉で、今回の合意水準を上回る自由化を米

国から迫られる懸念も大きい。 

 

（３）国会審議の経緯 

○ ６月１３日、ＴＰＰ１１批准案が参院本会議で自民、公明、日本維新の会、

希望などの賛成多数で可決、承認された。（衆議院は５月１８日通過） 

 

○ ２８日、参院内閣委員会は、ＴＰＰ１１関連法案に関する附帯決議を共産、

自由を除く、与野党の賛成多数で採択した。米国との経済対話や新たな貿易

協議（ＦＦＲ）でＴＰＰの合意水準を上回る要求があっても断固拒絶するよ

う政府に求めた。             （附帯決議は別紙１の通り） 

 

○ ２９日、ＴＰＰ１１関連法が参院本会議で自民、公明、日本維新の会など

の賛成多数で可決、成立した。（衆議院は５月２４日通過） 

 

○ ＴＰＰ１１の審議では特別委員会も設けられず、審議時間は承認案、関連

法案併せて約４８時間にとどまった。 

（国会における主なやりとりは別紙２の通り） 
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（４）ＪＡグループの対応 

○ ＪＡグループは、今後、農産物の輸入動向や生産現場への影響等について

注視していくとともに、農業者の不安を払拭するため、国内農業に対する万

全の対策を講ずるよう、引き続き政府に働きかけを行っていく。 

 

【６月２９日、ＴＰＰ１１関連法案の参院本会議での可決・成立をうけた中家ＪＡ全中会長コメント】 

本日、参議院本会議において TPP11関連法案が可決・成立した。このこと

により、TPP11協定発効日を施行日として、わが国畜産物および甘味資源作

物の経営安定対策が法律に基づいて措置されることとなった。 

 わが国を含む 6カ国以上が批准し、協定が発効すれば、関税の削減・撤廃

がスタートすることになる。JA グループは、今後、農産物の輸入動向や生

産現場への影響等について注視していくとともに、農業者の不安を払拭する

ため、国内農業に対する万全の対策を講ずるよう、引き続き政府に働きかけ

を行っていく。 

なお、日米貿易に関する新たな閣僚級協議（FFR）について、安倍総理は

「農業分野で農家との約束がある。これ以上の譲歩はない」と述べたうえで、

米国の TPP 協定復帰を追求する姿勢をとっており、JA グループとしては、

わが国農業者の懸念をふまえて対応するよう強く望むものである。 

以上 

 

２．その他通商交渉等 

（１）日ＥＵ・ＥＰＡ 

 ○ ７月９日、安倍首相は１１日にベルギー・ブリュッセルで予定していた

ＥＵとのＥＰＡの署名を西日本豪雨対応のため延期した。 

 

○ 同日、ＥＵ欧州委員会はユンケル欧州委員長が１７日に東京を訪れ、日本

とＥＰＡに署名することで合意したと発表した。 

 

（２）ＲＣＥＰ 

○ ７月１日、東京で日中韓や東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）を含む１６

カ国が参加する東アジア地域包括的経済連携（ＲＣＥＰ）の閣僚会合が開か

れた。閣僚会合の日本開催は２０１３年５月の交渉開始以来初めてとなる。 

 

○ 安倍首相は冒頭あいさつを行い、ＴＰＰ１１の国会承認や日ＥＵ・ＥＰＡ

の妥結に触れ、「いよいよ次はＲＣＥＰだ」と述べた。 

 

○ 世耕経済産業相は閉幕後の記者会見で「年末の大筋合意を目指している。

関税の分野だけでなく、ルール分野を含めたパッケージで合意することが重

要だ」と述べた。 

 

○ ただし、中国やインドは慎重な姿勢を崩しておらず早期妥結には交渉の難

航が予想される。 
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（３）日米二国間交渉 

 ○ 日米両政府は７月下旬にも初の閣僚級の貿易協議を米ワシントンで開く

方向で調整に入ったと報道されている。茂木ＴＰＰ担当相とライトハイザ

ー米通商代表が会談する予定とされている。 

 

○ なお、米国議会が持つ通商交渉の権限を大統領に委ねる大統領貿易促進権

限（ＴＰＡ）法は、トランプ大統領の延長申請を議会が容認したことにより、

２０２１年６月３０日まで３年間延長されている。 

 

 ○ これを受け、ライトハイザー米通商代表は米国の労働者や農家、牧場主

の利益になることを強調し、「トランプ政権は数々の潜在的な２国間自由貿

易協定を追及している。ＴＰＡの延長はわれわれがこれらの機会を積極的

に追求し続けてよいということだ」との声明を発表した。 

 

【３つの経済協定と日米の経済規模】 

経済協定名等 ＧＤＰ計（２０１８年） 

ＴＰＰ１１ 11.38兆ドル 

日ＥＵ・ＥＰＡ 24.84兆ドル 

ＲＣＥＰ 28.50兆ドル 

（日本及び米国） （25.58兆ドル） 

※日本のＧＤＰは 5.17兆ドル 
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国会における主なやりとり 

 

【６月１９日参院内閣・農林水産委員会連合審査会】 

〇協定の運用の見直し規定 

・（各国が、日本が低関税枠などを見直すことを）担保しているなら確認できる

ものを出すべきだ。担保を確証できるものを出すのが国内手続きを終える前

提ではないか。                   （共産・紙智子氏） 

⇒閣僚会合では明確に（見直す意向を示す）発言をした。真剣な閣僚会合であ

り各国の閣僚もきちんと聞いていた。各国との信頼関係がある。見直しは信

頼関係に基づいて行われるものだと思っている。   （茂木ＴＰＰ担当相） 

 

【６月２６日参院内閣委員会】 

○米国の復帰 

・（トランプ政権は）ＴＰＰ復帰の際には再協議を求めてくる。日米２国間協議

で一層の市場開放を求めてくる可能性もある。この情勢で復帰を求めること

は、本当に日本に国益をもたらすのか。       （国民・矢田稚子氏） 

⇒保護主義によるものではなく、ＴＰＰへの復帰こそ米国の経済や雇用にとっ

てもプラスになる。日本はＴＰＰが日米両国にとって最善と考えており、そ

の立場を踏まえて引き続き議論に臨む。           （安倍首相） 

 

〇発効７年後の再協議規定 

・ＴＰＰの付属書には、協定発効の７年後に再協議の規定がある。他の締約国

から日本の農産品について、さらに関税の撤廃・削減を求められるとの指摘

が出ている。                   （自民・豊田俊郎氏） 

⇒関税の撤廃や削減の義務を日本に負わせるものではない。日本として国益に

反するような合意を行うつもりはない。          （安倍首相） 

 

〇マレーシア首相の発言の趣旨 

・マレーシアのマハティール首相は（ＴＰＰ１１）再交渉の必要性に言及して

いる。（政府が説明するように）ＴＰＰが素晴らしいものなら、なぜ（再交渉

を求める）意見が寄せられるのか。         （共産・田村智子氏） 

⇒マハティール首相の発言は（マレーシアの）新政権発足に当たり、他の重要

政策とともにＴＰＰも一定の時間を取って検討するという趣旨。特定の規定

見直しを要請すると決めたわけではないと承知している。   （安倍首相） 

 

【６月２８日参院内閣委員会】 

○中国への対応 

・中国をＴＰＰに引き入れるべきということについて大臣の見解は。 

（自民・和田政宗氏） 

⇒ＴＰＰの求める高い水準を満たす用意があり、関心を持つ国・地域があれば

歓迎し、必要な情報提供を行いたい。一方で、わが国は中国を含むＲＣＥＰ(東

アジア地域包括的経済連携)の交渉を進めている。まずはＲＣＥＰの早期妥結

別紙２ 
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を目指して交渉を進めたい。            （茂木ＴＰＰ担当相） 

 

○日米の新貿易協議（ＦＦＲ） 

・参考人質疑で、日米の２国間交渉で農産品の更なる関税引き下げが焦点にな

るのではないかとの懸念が出た。          （公明・熊野正士氏） 

⇒具体的な議論の対象は調整中だが、わが国としてはＴＰＰが日米両国にとっ

て最善であり、特に農産品はＴＰＰで合意したラインが最大限だとの立場を

踏まえて議論に臨みたい。自由で公正に加えて日米相互にとって利益となる

合意を目指したい。                （茂木ＴＰＰ担当相） 

 

○７年後の再協議規定 

・ＴＰＰは７年後に市場アクセス（参入）増大目的での関税、関税割り当て、

およびセーフガード（緊急輸入制限措置）適用に関する協議が義務付けられ

ている。                     （国民・矢田稚子氏） 

⇒協定発効７年後の再協議条項は、関税の撤廃や削減の義務をわが国に負わせ

るものではない。いかなる国との間でも国益に反する合意はしない。 

（茂木ＴＰＰ担当相） 

 

○秘密保持契約 

・ＴＰＰ１１は、秘密保持契約の内容を継承しているのか。発効または最後の

交渉会合から４年経過後は（秘密は）原則公開か。  （立憲・白眞勲氏） 

⇒元のＴＰＰを組み込んでいるので、結果として条文の経緯などは秘密保護に

かかる書簡が引き続き適用される。一定期間経過後どういう対応をするか、

その時点で締約国で十分議論することになっている。 

（渋谷和久内閣官房ＴＰＰ等政府対策本部政策調整統括官） 

 

○影響試算 

・政府はＴＰＰと日欧ＥＰＡの影響を別に（試算）している。現実には両方が

発効すると輸入物は国内で競合する。       （立憲・相原久美子氏） 

⇒（ＴＰＰと日欧ＥＰＡを）合わせた総合的な試算は現在していないが、あえ

て申し上げれば、胃袋は一つということからすれば（それぞれの試算結果を）

足したものよりは（生産減少額は）小さくなる。 

（上月良祐農水大臣政務官） 
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Ⅱ ９法案成立、骨太方針等が閣議決定 
― ６月２０日、農業改革９法案が全て成立 ― 

 

１．国会の動向 

○ 政府・与党は、働き方改革関連法案やＩＲ（カジノ統合型リゾート）実施

法案、公職選挙法改正法案の成立に万全を期す観点から、６月２０日までで

あった通常国会の会期を、７月２２日まで３２日間延長した。 

 

○ ６月１５日、参議院で、卸売市場法及び食品流通構造改善促進法改正法が、

可決・成立した。なお、前日の参議院農林水産委員会で附帯決議が全会一致

で採択されている。（附帯決議は別紙１の通り） 

 

○ ２０日、都市農地の貸借の円滑化に関する法律（以下、「都市農地貸借法」）

が成立し、農水省が今通常国会に提出した９法案は全て成立した。 

（都市農地貸借法の詳細は後掲参照） 

 

２．政府の動向 

（１）方針等 

○ ６月１５日、政府は政策の基本設計である骨太方針や成長戦略、規制改革

実施計画等を閣議決定した。 

 

○ 今年度の骨太方針（経済財政運営と改革の基本方針「経済財政運営と改革

の基本方針 2018～少子高齢化の克服による持続的な成長経路の実現～」）の

特筆すべき記載は以下の通り。 

 

・食料安全保障の確立（昨年の骨太方針では削除されていた） 
・「総合的なＴＰＰ等関連政策大綱」に盛り込まれた施策を着実に実施。 
・農林水産業等の成長産業化 
・農地中間管理機構中心の集積体制を確立 
・農協改革を着実に実施（昨年は記載されていない） 

（骨太方針抜粋は別紙２の通り） 

 

○ 今年度の成長戦略（未来投資戦略 2018－「Society 5.0」「データ駆動型

社会」への変革－）の特筆すべき記載は以下の通り。 

 

・スマート農業（農業分野におけるデータ活用や先端技術の導入等） 
※記述量が大幅に増 

・（農協改革について）農協・農業委員会等改革について適切にフォローアッ
プを行う 

・（農地制度について）機構を中心とした推進体制の確立、機構の手続の簡素
化等の施策を講ずる 

（成長戦略抜粋は別紙３の通り） 
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○ 規制改革実施計画は、６月４日にとりまとめた答申「規制改革推進に関す

る第 3次答申～来るべき新時代へ～」を踏まえ、閣議決定された。 

（答申の内容は農政をめぐる情勢先月号参考） 

 

○ 農協改革については、昨年は具体的な記載があったが、今年度の規制改革

実施計画では「農協改革集中推進期間最終年を見据え、自己改革のための

様々な仕組みを徹底的に活用した改革が推進されるよう、引き続きフォロー

アップを実施する」との記述となった。 

（規制改革実施計画抜粋は別紙４の通り） 

 

（２）予算 

○ ７月１０日、政府は８月末に予定されている各省庁の概算要求の基準とな

る「平成３１年度予算の概算要求にあたっての基本的な方針について（シー

リング）」を閣議了解した。 

 

○ この中では、成長戦略に掲げられた施策などの特別枠（「新しい日本のた

めの優先課題推進枠」）が約４．４兆円設定された上、６年連続で歳出総額

の上限が示されなかった。 
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【骨太方針 2018の農業分野の内容（抜粋）】 

５．重要課題への取組 

（１）規制改革の推進 

 国内外の情勢変化のスピードが一層増す状況の下、新たなビジネスや雇用

を生み出し、我が国が豊かで活力ある国で在り続けるため、Society 5.0 に

ふさわしい規制・制度の構築や行政手続コスストの削減、農林水産業等の成

長産業化など、不断の規制・制度改革を一層推進する。  （略） 

（３）経済連携の推進 

① 新たな経済秩序の拡大 

（略） 

ＴＰＰや日ＥＵ・ＥＰＡの発効などを見据えて新たな海外展開の支援や国

内産業の体質強化に向けて「総合的なＴＰＰ等関連政策大綱」に盛り込まれ

た施策を着実に実施する。  （略） 

（４）分野別の対応 

① 農林水産新時代の構築 

 農林水産業全般にわたっての改革を力強く進めることで、攻めの農林水産

業を展開し成長産業にするとともに、美しく伝統ある農山漁村を次世代に継

承していく。これらの取組により、食料安全保障の確立を図る。 

 農業者の所得向上を図るため、農業者が自由に経営展開できる環境の整備

と農業者の努力では解決できない構造的な問題を解決していく。AI・IoT等を

活用したスマート農業の実現などにより競争力強化を更に加速させる。農地

中間管理機構中心の集積体制を確立しつつ、ほ場整備事業と機構との連携円

滑化により、農地の整備と集積・集約化を推進するとともに、土地改良事業

による農地の大区画化や汎用化・畑地化、中山間地域の収益力を強化する。

農協改革を着実に実施するとともに、農業経営体が自らの経営判断で作物を

選択できるよう米政策改革の定着も進める。  （略） 

 

  

別紙２ 
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【「未来投資戦略 2018」に記載された農業分野の項目（抜粋）】 

第 2 具体的施策 

Ⅰ Society 5.0 の実現に向けて今後取り組む重点分野と、変革の牽引力と

なる「フラッグシップ・プロジェクト」等 

[4]「地域」「コミュニティ」「中小企業」が変わる 

1．農林水産業全体にわたる改革とスマート農林水産業の実現 

（1）KPI の主な進捗状況 

（2）政策課題と施策の目標 

（3）新たに講ずべき具体的施策 

ⅰ）農業改革の加速 

① 生産現場の強化 

ア）経営体の育成・確保 

イ）農地中間管理機構の機能強化等 

ウ）米政策改革 

② ﾊﾞﾘｭｰﾁｪｰﾝ全体での付加価値の向上 

ア）流通・加工の構造改革 

イ）生産資材改革の更なる推進 

ウ）知的財産の戦略的推進 

③データと先端技術のフル活用による世界トップレベルの「スマート農業」の実現  

ア）データ共有の基盤整備 

イ）先端技術の実装 

ウ）スマート化を推進する経営者の育成・強化 

ⅱ）輸出の促進 

 

  

別紙３ 
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【「未来投資戦略 2018」に記載された農業分野の内容（抜粋）】 

û 農業ビジネスについて、民間金融機関からの資金調達に際して信用保証制度が幅

広く利用可能となるよう、保証制度を見直す。 

û 農協・農業委員会等改革について適切にフォローアップを行う。 

û 日本型直接支払制度を着実に推進するとともに、中山間地域において、その特色

をいかした所得向上の自発的な取組を促進する。 

û 担い手に対する農地の集積・集約化を加速するため、これまでの取組の検証を踏

まえ、機構を中心とした推進体制の確立、機構の手続の簡素化等の施策を講ずる。 

û 農業経営者が自らの経営判断に基づき作物を選択できるよう、きめ細かな情報提

供や水田フル活用に向けた支援を行うなどにより、米政策改革の定着を図る。 

û 農業競争力強化支援法に基づき、農林水産物等の流通・加工の構造改革のため、

中間流通の抜本的な合理化を含めた業界の再編等を進める。 

û 農産物の規格（従来の青果物等の出荷規格・農産物検査法の規格等）について、

品目ごとの流通ルートや消費者ニーズに即した合理的なものに見直す。 

û 有害鳥獣の捕獲の強化とジビエの需要開拓を図りつつ、認証制度の導入や衛生管

理知識を持つ狩猟者の育成など安全・安心なジビエの供給体制を整備し、ジビエ

利用量を来年度に平成 28年度と比べ倍増させる。 

û 農業競争力強化支援法に基づき、農業生産資材の価格引下げと農業及び生産資材

関連産業の国際競争力の強化を目指し、生産資材業界の再編等を進める。 

û 農薬の安全性を確保しつつ、国際標準に調和させるとともに、日本発農薬の海外

展開を促進するため、再評価制度を導入するとともに、安全性に関する登録審査

の充実やジェネリック農薬の申請の簡素化を図る。肥料・飼料についても、同様

の観点から見直しを行う。 

û 農業データの活用の基盤となる「農業データ連携基盤」を来年 4月から本格的に

稼働させるとともに、幅広い主体の参画を進め、データの連携・共有・提供の範

囲を、生産から加工、流通、消費に至るバリューチェーン全体に広げる。 

û 国、研究機関、民間企業、農業者の活力を結集し、現場ニーズを踏まえながら、

バリューチェーン全体を視野に、オープンイノベーション、産学連携等を進め、

AI、IoT、センシング技術、ロボット、ドローン等の先端技術の研究開発から、

モデル農場における体系的な一気通貫の技術実証、速やかな現場への普及までを

総合的に推進する。 

û 既に輸出に取り組んでいる生産者や、取り組もうとする生産者を登録し、政府の

支援策等の必要な情報を届ける取組を今夏中に開始する。 

û マーケットインの発想に立ち、海外の買い手が欲しいものを、欲しい量だけ、欲

しい時期に輸出する「グローバル産地」を形成する。 

û 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会も契機として、国際水準の 

GAP（農業生産工程管理）、HACCP（食品製造等に関する危害要因を分析し、特に

重要な工程を監視・記録するシステム）、JAS（日本農林規格）、有機、ハラール、

水産エコラベル等の規格・認証の戦略的活用を推進するとともに、輸出先国の基

準に対応した加工施設や食肉処理施設等の整備を進める。 

û 農泊に取り組む体制の構築等により農山漁村滞在型旅行をビジネスとして実施

できる体制を持った地域を平成 32年までに 500地域創出する。 
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【平成 30年度版「規制改革実施計画」に記載された農業分野の内容（抜粋）】 

○卸売市場を含めた流通構造改革 

 卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律が成立し

た場合には、以下の点に留意して運用に当たる。 

・食品流通構造が多様化する中にあっても、不公正な取引が把握され是正

されるよう、国による調査等を的確に実施すること。 

・新たな流通構造の下では、行政の関与は、卸売市場の公正な取引を担保

するために設置すべき規律等、法令に基づくものに限ること。 

・卸売市場の運営に係る実務的ルールの公表等、商慣行等の見直しを促進

すること。 

・食品流通構造改革の実現に向け、ICTの活用等、食品流通構造の改革に

取り組む意欲ある事業者を積極的に支援すること。 

○相続未登記農地等の農業上の利用の促進について 

 所有者不明の農地となることを防ぐ観点から、相続等により農地を所有し

た際に、農業委員会に届け出る現行の仕組みを更に徹底することなど、効果

のある対応策を政府全体として検討する。 

○農協改革の着実な推進 

○農地集積・集約化等を通じた農業競争力強化のための規制改革 

 農地中間管理事業の推進に関する法律附則第 2条に基づき、施行後 5年を

目途に更なる改革について検討を進めるため、以下の事項について検討す

る。 

・農地中間管理機構を軸とする農地の集積・集約化の更なる推進、農地の

有効利用のための流動化に資する転用期待の抑制に関する取組を引き

続き徹底し、その評価を実施する。 

・農地の効率的な利活用を進める観点から、農地を所有できる法人の役員

要件・構成員要件の見直しを含め、これまでの改革に関し、実績の把握、

効果の検証を進めるとともに、その結果を評価する。その際、これまで

リース方式や所有方式で参入した企業の状況等も踏まえる。 

○新しい農業生産拠点に係る立地環境に関する規制について 

○小型無人航空機の農業分野における利活用の拡大について 

 

別紙４ 
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Ⅲ 都市農地貸借法が成立 
― 施行は９月１日以降の見込み ― 

 

１．都市農地貸借法の成立 

○ 都市農地貸借法は、農業従事者の減少・高齢化が進む中、都市農地の貸借

の円滑化のための措置を講ずることで、意欲ある都市農業者等による都市農

地の有効活用を進めることをその目的としている。 

 

○ 同法は、４月６日に参議院本会議を全会一致で通過、６月２０日に衆議院

本会議において採決が行われ、全会一致で可決・成立、６月２７日に公布さ

れた。 

 

【都市農地貸借法のポイント】 

・対象農地は「生産緑地」 

・同法に基づく貸借は、相続税の納税猶予が引続き適用※される 

・同法に基づく貸借は、「法定更新（農地法第１７条）」が適用されない。事

業計画に基づく都市農地の活用終了後（賃貸借の期間終了後）には、都市

農地が所有者に返還される 

・契約期間は、双方の合意で自由に設定可能 

・都市農地の多様な機能発揮に資する営農等、一定の要件を満たした事業計

画を作成し、市町村の認定を受けることが必要 

※特定都市農地貸付法による貸借も、｢都市農地貸借法｣の施行と併せて、相続税納税猶予制度が適用される 

 

○ 参議院・衆議院両院の農林水産委員会における審議の中では、本法案にも

とづく生産緑地の貸借の議論にとどまらず、生産緑地以外の都市農業に関す

る議論が行われた。これらの審議をふまえ、両院の農林水産委員会は、法案

の採決の際に合わせてそれぞれ附帯決議が採択された。 

（附帯決議は別紙１の通り。） 

 

【附帯決議の主な内容】 

・市町村による貸借の斡旋等が行われるよう、指導・助言を行うこと 

・市民農園・体験農園の振興を図ること 

・生産緑地の指定促進を支援すること 

・生産緑地以外の農地の都市農業振興・農地保全に取組むこと 等 
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〇 なお、６月の衆議院農林水産委員会の附帯決議は、４月の参議院附帯決議

と比較すると、以下の点が加えられている。 

 

【衆議院附帯決議で加えられた主な内容】 

一 平成３４年問題を踏まえ、本法に基づく貸借制度の周知を図ること 

二 都市農業における新規就農者の確保・育成等 

八 生産緑地以外の都市農地の保全 

九 都市農業者のニーズを踏まえた農業支援策 

 

○ なお、都市農地貸借法は、その施行期日について「公布の日から起算して

三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する」とされており、

最短で９月１日に施行が見込まれている。 

 

【衆・参農林水産委員会における主な審議内容（概要・一部抜粋）】 

・都市農業の振興のためには農林水産省と国土交通省の連携が不可欠。農地

の存在を前提とした都市ビジョンについて、どのように考えるか。 

（自民・石原伸晃氏・衆） 

⇒人口減少、超高齢化等の社会情勢の変化に対応し、都市と緑、農の共生が

実現された都市が目指すべき都市像とされている。国土交通省としては、

この実現に向けて、農林水産省、ＪＡ等と連携してまいりたい。 

（榊国土交通省審議官） 

・都市部での貸借のニーズは、どの程度あるのか。（国民・舟山康江氏・参） 

⇒東京都の平成２７年のアンケートでは、貸付先や期間等条件によって貸し

てもよい人が約４割。借りたい人は約１割だが、売上高６００万円以上に

限れば、約３２％が借りたいと回答。意欲ある農業者の掘り起こしが重要。 

（齋藤農林水産大臣） 

・三大都市圏特定市以外の市町村では、生産緑地制度を導入しているのは１

０の自治体しかないが、大臣としてどのように考えるか。 

（国民・後藤祐一氏・衆） 

⇒大変残念に思っている。昨年の生産緑地法改正、本法律案の制度の理解の

促進、メリットの周知を行い、指定の促進を図ってまいりたい。 

（齋藤農林水産大臣） 

・２０２２年問題も控える中、各種都市農業関連制度の周知をどう行うのか。 

（無所属・もとむら賢太郎・衆） 

⇒ブロック単位や都府県ごとの担当者会議の他、特定生産緑地制度等に関す

る手引きの作成やＪＡ等からの要請に応じた個別説明会を開催する。 

（榊国土交通省審議官） 
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⇒生産緑地の指定が進んでいない地方都市での説明会や相談窓口の設置等を

行い、国土交通省、ＪＡ等と連携して制度の周知を図ってまいる。 

（野中農水大臣政務官） 

・農林水産省、国土交通省、徹底して連携して住みよい緑のまちづくりのた

めに全力を挙げてもらいたい。大臣の決意のほどをお聞きしたい。 

（自民・山田俊男・参） 

⇒私が農林部会長時代、山田先生と汗をかいて都市農業振興基本法を成立さ

せた。ようやくここまで来たなという想い。この法律が成立した暁には、

きちんとフォローしながら、次にやるべきことにも対応したい。 

（齋藤農林水産大臣） 

 

２．政省令の検討 

○ 都市農地貸借法が現場で活用されるには、都市農業の現場実態を踏まえた政

省令の整備が必要となる。 
 
〇 具体的には、同法の施行規則において定められる「事業計画の認定における

多様な機能発揮の要件」や、生産緑地法の施行規則において「主たる従事者の

要件見直し」が重要となる。 
 
〇 現在、生産緑地の買取り申し出を行う場合には、主たる従事者の証明が必要

である。新法に基づく貸借が行われた場合、貸し手が主たる従事者となるには

どこまでの関与が必要か、がポイントとなる。 
 

○ 農林水産省及び国土交通省は、９月１日の施行に向けて検討を進めており、

７月初旬より約１か月間のパブリックコメントを実施しており、主たる従事者

要件に関わるパブリックコメントも実施している。（別紙２の通り） 
 
３．ＪＡグループにおける今後の対応 

○ 生産緑地所有者をはじめとする都市農地所有者に対し、貸借制度の周知を行

っていく。 
 
〇 併せて、貸借制度創設を機に、生産緑地の追加指定、下限面積の引き下げ要

望等を市町に強めていく必要がある。 
 
〇 また、現在の生産緑地所有者に対して、洩れなく特定生産緑地制度の周知を

行い、希望者が特定生産緑地申請期限までに申請できるようサポートしていく。 
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